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ペースメーカ対応事例報告について

平成３０年５月３０日

静岡県経済産業部

産業革新局エネルギー政策課
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県有施設に整備した電気自動車用急速充電器を
一般開放しています！

静岡県は、「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶタウン構想」を掲げ、官民が一体となって
環境負荷の少ない電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）、
電動二輪の普及促進に取り組んでいます。

その一環として、県庁などの県有施設６箇所に整備したＥＶ用急速充電器を
一般開放しています。

設置場所

・静岡県下田総合庁舎（下田市）
・静岡県東部総合庁舎（沼津市）
・静岡県富士総合庁舎（富士市）
・静岡県庁（静岡市）
・富士山静岡空港（牧之原市）
・静岡県中遠総合庁舎（磐田市）の６基

利用時間帯

・受付時間 ８：３０～１７：００
空港のみ ８：００～２０：００

・受付日 【県庁・総合庁舎】平日のみ
【空港】無休

利用実績

平成２９年度の年間実績 約２，３００回

県内の充電器数（急速・普通）
９４７基（平成３０年３月末現在）
→ 中期目標（～３２年度）６００基をクリア
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充電器によるペースメーカへの影響に係る注意喚起
＜対応前＞
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製品に『注意ステッカー』が
貼られていますが…

「表示が小さい」
という意見も…
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充電器によるペースメーカへの影響に係る注意喚起
＜対応後＞
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県有施設の急速充電器に
『Ａ４判の注意表示』

を追加しました！
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充電器によるペースメーカへの影響に係る注意喚起
＜その他＞
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●県のホームページ上でお知らせ中！

●県内の市町にも協力のお願いをしています。
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ご清聴ありがとうございました。


